
 身体障害者福祉法施行細則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和元年６月28日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第７号 

   身体障害者福祉法施行細則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

 （身体障害者福祉法施行細則の一部改正） 

第１条 身体障害者福祉法施行細則（昭和34年岩手県規則第63号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（趣旨）  （趣旨） 

第１条 ［略］ 第１条 ［略］ 

  （身体障害者手帳の様式） 

 第１条の２ 法第４条の身体障害者手帳の様式は、別記様式に

よるものとする。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 附則の次に次の様式を加える。 

別記様式（第１条の２関係） 

（第１面） 

身体障害者手帳 

岩手県第 号  

   年 月 日交付  

（氏名）  

    年 月 日生  

旅客鉄道      身体障害 

株式会社 第 種  者等級表 第 級 

旅客運賃      による級 

減額        別 

岩手県 印  

（第２面） 

障害名 

 

 

（第３面） 

本

人

の

欄 

現住所  

 

市福祉事務所長

又は町村長印 

電話  

 

 

現住所 

（変更日 年 月 日） 

 

現住所 

（変更日 年 月 日） 
 

 

写 真 

縦４センチメー

トル、横３セン

チメートル 



現住所 

（変更日 年 月 日） 

 

保

護

者 

の

欄 

氏名 

続柄 

現住所 

 

現住所 

（変更日 年 月 日） 

 

（第４面） 

優

遇

減

免

等

証

明

欄 

（自動車税等証明） （有料道路） 

（自動車登録番号又は車両番号） 

（第５面） 

注意事項 

１ この手帳の交付を受けて更生しようとなさる方には、国、都道府県、市町村などができるだけのお世話をすること

になっています。 

２ 医療や生活や職業などのことで相談されたいときや、つえ、義肢などが必要なときは、いつでも近くの市福祉事務

所、町村役場、広域振興局、保健所、児童相談所などに御相談ください。 

３ 身体障害者福祉司、児童福祉司などが訪問させていただくことがありますが、そのときには、御希望を述べて御相

談ください。 

４ この手帳は、なくさないように大切にお持ちください。 

５ 住所や氏名が変わったときは、すぐに変更届を出してください。 

６ この手帳を万一なくしたり使用できないようになったときは、再交付の申請をしてください。 

７ この手帳に記載している障害の程度が変わったとき、新たに障害が加わったときは、再交付の申請をしてください

。 

８ 本人が障害を有しなくなったときや、死亡されたときは、この手帳を添えて返還届を出してください。 

９ この手帳は、他人に譲ったり貸したりしてはなりません。 

備考 用紙の大きさは、縦7.0センチメートル、横10.7センチメートルとする。 

（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正） 

第２条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（昭和43年岩手県規則第73号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（費用の徴収の特例） （費用の徴収の特例） 

第７条 ［略］ 第７条 ［略］ 

  （精神障害者保健福祉手帳の様式） 

 第７条の２ 法第45条第１項の精神障害者保健福祉手帳の様式

は、別記様式によるものとする。 



備考 改正部分は、下線の部分である。 

 附則の次に次の様式を加える。 

別記様式（第７条の２関係） 

（第１面） 

 

障害者手帳 

 

岩手県 

 

（第２面） 

交付日         年  月  日 

有効期限 

        年  月  日 

（更新）    年  月  日 

（更新）    年  月  日 

（更新）    年  月  日 

（更新）    年  月  日 

岩手県 印  

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の保健福祉手帳 

（第３面） 

 

  

写 真 

縦４センチメー

トル、横３セン

チメートル 

 

 

氏名  

現住所  

生年月日  

障害等級  手帳番号  

自立支援医療費受給者番号  

（第４面） 

備 考 

１ 医療や生活のことで相談したいときは、いつでも近くの市町村役場、保健所、精神保健福祉センターなどに御相談

ください。 

２ 住所や氏名が変わったときは、すぐに変更届を出してください。 

３ この手帳を万一なくしたりしたときは、再交付の申請をしてください。 

４ この手帳は、他人に譲ったり、貸したりすることはできません。 

５ 更新の申請は、有効期限の３か月前から市町村役場で行うことができます。 

 備考 用紙の大きさは、縦9.3センチメートル、横6.3センチメートルとする。 



   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に交付されている身体障害者手帳は、第１条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則別記様式

によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現に交付されている精神障害者保健福祉手帳は、第２条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律施行細則別記様式によるものとみなす。 


		2019-06-21T18:13:01+0900
	Iwate prefecture




